
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

（
タ
ク
シ
ー
）
も
係
る
緊
急
調
整

地
域
の
指
定
に
つ
い
て

　
国
土
交
通
大
臣
は
、
平
成
十
四
年
八
月

二
十
二
日
の
運
輸
審
議
会
か
ら
の
答
申
を

受
け
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

（
タ
ク
シ
ー
）
の
沖
縄
本
島
営
業
区
域
を
、

平
成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年

八
月
三
十
一
日
の
間
、
道
路
運
送
法
第
八

条
第
一
項
に
基
づ
く
緊
急
調
整
地
域
と
し

て
指
定
し
ま
し
た
。

入
が
前
年
度
と
比
較
し
て
減
少
し
、
か
つ
、

当
該
営
業
区
域
に
お
け
る
前
五
年
間
平
均

値
を
十
五
％
以
上
下
回
り
、
又
は
平
成
九

年
度
か
ら
平
成
十
二
年
度
ま
で
の
間
の
全

国
平
均
値
を
二
十
％
以
上
下
回
っ
て
い
る

と
と
も
に
、
安
全
関
係
法
令
違
反
件
数
及

び
苦
情
件
数
が
前
々
年
度
と
比
較
し
て
二

年
連
続
し
て
増
加
し
て
い
る
場
合
に
指
定

を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

か
ら
の
苦
情
件
数
が
平
成
十
一
年
度
十
八

件
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
平
成
十
二
年
度

二
十
八
件
、
平
成
十
三
年
度
三
十
四
件
と
、

両
指
標
と
も
二
年
連
続
し
て
平
成
十
一
年

度
と
比
較
し
て
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
沖
縄
本
島
営
業
区
域
は
、
緊
急
調

整
地
域
へ
の
指
定
要
件
に
合
致
し
、
全
国

で
唯
一
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
運
輸
審
議
会
答
申
に
お
い
て
は
、
「
沖

縄
本
島
営
業
区
域
に
お
け
る
安
全
面
、
利

用
者
利
便
に
関
す
る
事
業
者
へ
の
指
導
監

督
の
強
化
、
経
営
環
境
改
善
に
向
け
た
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
措
置
を
講
じ
、
早
期
に
状

態
が
改
善
す
る
よ
う
に
最
大
限
の
努
力
を

行
う
と
と
も
に
、
輸
送
の
安
全
及
び
旅
客

の
利
便
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る

お
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
可
能
な
限
り
早
期
の
指
定
の
解

　
沖
縄
本
島
営
業
区
域
に
お
い
て
は
、
平

成
十
三
年
度
の
実
車
率
が
三
十
一
・
五
％
、

一
日
一
車
当
た
り
営
業
収
入
が
二
万
四
千

八
十
三
円
で
あ
り
、
前
年
度
の
実
車
率
が

三
十
ニ
・
ニ
％
、
一
日
一
車
当
た
り
営
業

収
入
二
万
五
千
七
円
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
、

か
つ
、
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
二
年
度

ま
で
の
全
国
平
均
の
実
車
率
四
十
三
・
九
％
、

一
日
一
車
当
た
り
営
業
収
入
三
万
三
千
百

五
十
九
円
と
比
較
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
八
・

ニ
％
、二
十
七
・
四
％
下
回
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
営
業
区
域
に
お
い
て
は
、
安
全

関
係
法
令
違
反
件
数
が
平
成
十
一
年
度
八

件
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
平
成
十
二
年
度

十
六
件
、
平
成
十
三
年
度
九
件
、
利
用
者

　
緊
急
調
整
地
域
制
度
は
、
平
成
十
四
年

二
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
道
路
運
送

法
に
よ
り
新
た
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
り
、

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
供
給

輸
送
力
が
輸
送
需
要
量
に
対
し
て
著
し
く

過
剰
と
な
っ
て
お
り
、
当
該
供
給
輸
送
力

が
さ
ら
に
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
送

の
安
全
及
び
旅
客
の
利
便
を
確
保
す
る
こ

と
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
、
一
時
的
に
新
規

参
入
及
び
増
車
を
停
止
す
る
措
置
を
行
う

も
の
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
対
象
と
な
る
営
業
区
域

の
実
車
率
及
び
一
日
一
車
当
た
り
営
業
収

緊
急
調
整
地
域
の
指
定

沖
縄
本
島
営
業
区
域
の
状
況

沖
縄
総
合
事
務
局
の
対
応

緊
急
調
整
地
域
制
度
の
概
要

国際通りを走行するタクシーには空車が目立つ



除
を
行
う
よ
う
努
め
」
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
沖
縄
総
合
事
務
局
と
し
て
は
、

当
面
の
措
置
と
し
て
、

部
長
か
ら
（
社
）
沖
縄
県
タ
ク
シ
ー
協
会

等
の
関
係
事
業
者
団
体
の
役
員
に
対
し
、

具
体
的
な
検
討
項
目
を
示
し
て
、
改
善
に

向
け
た
自
主
的
な
取
組
み
を
検
討
す
る
よ

う
に
要
請
し
ま
し
た
。
関
係
事
業
者
団
体

に
お
い
て
は
、
今
後
、
自
主
的
な
対
策
の

具
体
化
を
図
り
、
そ
の
結
果
を
運
輸
部
陸

上
交
通
課
に
報
告
す
る
予
定
で
す
。
関
係

事
業
者
団
体
の
取
組
み
案
に
つ
い
て
は
、

昨
年
設
置
さ
れ
た
官
民
の
関
係
者
か
ら
構

成
さ
れ
る
沖
縄
県
タ
ク
シ
ー
事
業
適
正
化

推
進
懇
談
会
（
議
長
：
沖
縄
総
合
事
務
局

運
輸
部
陸
上
交
通
課
長
）
に
お
け
る
審
議

を
経
て
所
要
の
修
正
を
加
え
、
可
及
的
速

や
か
に
そ
の
実
施
に
取
り
組
ん
で
行
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
沖
縄
総
合
事
務
局
と
し
て
は
、
今
後
も
、

緊
急
調
整
地
域
の
早
期
指
定
解
除
や
、
県

内
外
の
利
用
者
に
愛
さ
れ
る
安
全
で
利
便

性
の
高
い
タ
ク
シ
ー
の
実
現
に
向
け
、
沖

縄
県
等
の
関
係
行
政
機
関
と
連
携
し
て
、

積
極
的
に
対
策
に
取
り
組
ん
で
参
る
所
存

で
す
の
で
、
関
係
各
位
の
ご
協
力
と
ご
支

援
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

等
を
通
じ
た
事
業
者
へ
の
指
導
監
督
の
強

化
を
図
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
去
る
十
月
十
七
日
に
は
、
運
輸

本
島
地
区
の
全
て
の
増
車
事
業
者
に
つ

い
て
重
点
項
目
を
定
め
て
重
点
的
に
監

査
を
実
施
す
る
こ
と

苦
情
や
法
令
違
反
が
多
い
と
認
め
ら
れ

る
事
業
者
に
対
し
重
点
的
に
監
査
を
実

施
す
る
こ
と

輸
送
施
設
の
使
用
停
止
処
分
等
の
行
政

処
分
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
者
名
等
の

公
表
沖
縄
県
警
等
の
関
係
行
政
機
関
と
の
連

携
の
強
化

那覇空港ターミナルビルタクシー乗り場における指導員による指導

急激な供給過剰が起こった場合、輸送の安全、利用者利便にも影響

特別監視地域の指定

特別監視地域の解除

緊急調整地域の指定

緊急調整地域の解除

沖縄本島地域が該当

・実車率及び日車営収が前年度と比較して減少

・実車率及び日車営収が前年度と比較して減少 ・実車率及び日車営収が前年度
　と比較して増加等

・実車率及び日車営収が前年度と比較して増加等

・法令違反件数・苦情件数が減少等

・一定の安全関係法令違反件数・苦情件数が2年
　連続前々年度と比較して増

・特監指定時に比較した前５年間平均比△15％超
　又は平成9～12年度全国平均比△20％超　等

・前５年間平均比△10％超
　又は平成9～12年度全国平均比△20％超　等

特別監視地域・緊急調整地域の指定要件


